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農商工等連携促進法案について

２００８年３月

中小企業庁 経営支援課



農商工等連携関連２法案について
～農林水産業と商業・工業等の産業間の壁を越えた連携促進による地域経済活性化の実現～

中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品等の開

発・販売促進等の取組を支援。

・国から、中小企業者と農林漁業者が共同で行う新たな商品やサービス

の開発等についての計画の認定を受けた場合に、中小企業者と農林漁

業者に対して、事業資金の貸付や債務保証、設備・機械の取得に対す

る税制等の支援を創設。

・両者のマッチングを行う公益法人・ＮＰＯ法人もあわせて支援。

中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品等の開

発・販売促進等の取組を支援。

・国から、中小企業者と農林漁業者が共同で行う新たな商品やサービス

の開発等についての計画の認定を受けた場合に、中小企業者と農林漁

業者に対して、事業資金の貸付や債務保証、設備・機械の取得に対す

る税制等の支援を創設。

・両者のマッチングを行う公益法人・ＮＰＯ法人もあわせて支援。

農林水産関連産業の企業立地等を進め、産業集積の形

成等を促進するための支援策等を追加。

・都道府県知事から企業立地又は事業高度化に関する計画の承認を受

けた場合に、①農林水産関連産業の企業立地に対する税制、②小規

模企業の設備投資への無利子融資、③食品流通関連の事業資金の債

務保証等の支援を追加。

農林水産関連産業の企業立地等を進め、産業集積の形

成等を促進するための支援策等を追加。

・都道府県知事から企業立地又は事業高度化に関する計画の承認を受

けた場合に、①農林水産関連産業の企業立地に対する税制、②小規

模企業の設備投資への無利子融資、③食品流通関連の事業資金の債

務保証等の支援を追加。

Ⅰ．農商工等連携促進法案
（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案）

Ⅰ．農商工等連携促進法案
（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案）

ＩＩ．企業立地促進法改正法案
（企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を

改正する法律案）

ＩＩ．企業立地促進法改正法案
（企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を

改正する法律案）

○企業規模や業種、地域によって景

況に格差がみられる中、地域経済

を支える中小企業者や農林漁業者

のそれぞれの強みを活かした取組

による活性化が重要。

○食品製造業等の農林水産関連産

業は、地域経済の基軸であり、こ

れを中核とする産業集積の早急な

活性化が重要。

農林水産業と商業・工業等の産業

間連携（農商工等連携）を強化し、

地域経済を活性化するための法的

な枠組みを整備。

間連携（農商工間連携（農商工等等連携）を強化し、

農林水産業と商業・工業等の産業農林水産業と商業・工業等の産業

連携）を強化し、

地域経済を活性化するための法的地域経済を活性化するための法的

な枠組みを整備。な枠組みを整備。

※法的枠組みの整備のほか、農商工等連携関連予算として、２００億円超（平成２０年度予算案）を措置。（農水省・経産省合計）



・農商工連携に対し、

指導・助言等の支援

を行う計画を作成。

○中小企業信用保険法の

特例
（事業計画の認定を受けた

公益法人又は特定非営利

活動法人は、中小企業信

用保険の対象になる。）

農商工等連携

支援事業計画

支援措置

・中小企業者及び農林漁業者が共同で

計画を作成。

○中小企業信用保険法の特例

○小規模企業者等設備導入資金助成法の

特例

○食品流通構造改善促進機構の債務保証

○農業改良資金助成法等に基づく貸付対象

を中小企業者へ拡大。償還期間・据置期間

を延長。

○設備投資減税制度の創設
（７％の税額控除又は３０％の特別償却 ）

○中小企業者に対する低利融資制度の創設
（中小公庫・国民公庫）

農商工等連携事業計画

支援措置

【商品の開発・生産】（北海道江別市）
・中小企業者である地元製粉業者と地元小麦
生産農家等が連携し、栽培の難しい地場産小
麦「ハルユタカ」を活用し、高品質な麺を開発。
地域ブランド「江別小麦めん」として、年間約
３００万食を売り上げ、地域活性化に貢献。

【サービスの開発・提供】（福岡県岡垣町）
・中小企業者である旅館業者と地元農家が連携し、
新サービスとして減農薬栽培農産物を活用した
ジャムなどの加工品販売、自然食レストランでの
新メニュー、ウエディング事業を開始。
年間２０万人の観光客が訪れる。

○業種の壁を越えた業種の壁を越えた連携を促進するための、農水省・
経産省による行政の壁を越えた従来にない法律行政の壁を越えた従来にない法律

○中小企業者と農林漁業者が共同で申請した計画を
認定した場合、農水省・経産省の両省が共同で支援農水省・経産省の両省が共同で支援

○農水省と経産省が、それぞれ１００億円程度、
合計で２００億円以上の予算措置により支援２００億円以上の予算措置により支援

１．新法の考え方

中小企業者と農林漁業者の連携事例

年間２０万人が訪れる

江別小麦めん
パッケージ

２．スキーム・支援措置

・主務大臣が農商工等連携事業の促進の意義や基本的な

方向等について策定。

基本方針

地域を支える中小企業者と農林漁業者との連携により、双方の活力を取り戻し、地域経済を活性化

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案の概要中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案の概要

認定 申請 認定 申請



農商工等連携促進法案における支援の流れ

地域力連携拠点
商工会、商工会議所、県中央会、県中小企業支援
センターなど、全国約３００箇所の地域連携拠点が、
経営相談や専門家派遣を行う

（（※※）事業）事業化化の段階に応じた多様な予算措置の例の段階に応じた多様な予算措置の例

連携して
新事業展開に取り組む
中小企業者と
農林漁業者

経
営
の
改
善

設備投資／生産・販売・需要開拓試作品開発／展示会出展等

設備投資減税

小規模企業者等設備導入資金、
農業改良資金等（無利子資金） 債務保証

農林水産業・食品産業

の発展等を図るため

の産学官連携による

実用技術開発を競争

的資金により支援

ＩＴを活用した生産スタイ

ルの構築など、異業種

のノウハウを活用した

農林漁業者の経営の効

率化等を支援

試作品開発・展示会出展への

支援や、品質管理体制作りの

強化、生産加工ネットワークの

構築など、具体的な事業化段

階での支援

空き店舗活用や特産品販売サ

イトの立ち上げ、大企業 ＯＢ

等によるマーケティングに関す

るアドバイス、輸出促進など、

販路開拓を支援

低利融資

農政局・
経産局等
が認定

事業計画作成

食料産業クラスター協議会
全国４７ヵ所の地域の食料産業クラスター協議会において、地域の食品ﾒｰｶｰ等の中
小企業者と農林漁業者との連携を図るための出会いの場の設定や、地域の農林水
産物を活用した新商品の開発・販路拡大を支援

【①【①事業者への支援事業者への支援】】
ハンズオン支援事務局

各地域ブロック１０箇所に支援体制を整備し、専門家によるきめ細かな支援を実施

農
商
工

連
携
支
援

農商工連携
に対し指導・助言等の
支援を行うＮＰＯ，
公益法人

指導、アドバイス、セミナー開催等

信用保証の対象

事業計画作成

【②【②支援機関への支援支援機関への支援】】

農政局・
経産局
が認定

(注） 部分は法律認定による支援



農商工等連携促進法

（対象）①農林漁業者と中小企業者による連携＝双方が
経営資源を持ち寄って行う商品等の開発・生産・
販路開拓であること（単なる農林水産品の中小
企業による活用ではないこと）
②当該取組が両者の経営の向上に寄与するもの
であること＝一定の需要の見込みがあること

（例）長いもの供給・出荷体制の整備
周辺の複数の農協が、長いもの共同生産
体制を整備するとともに、地元の農機具
メーカーと連携し、大型貯蔵施設整備や
掘削機械改良等を行い、長いもの通年
供給・出荷体制を構築に成功。

（例）ワサビを活用した商品
ワサビ農家（Ａ）、食品会社（Ｂ）、建設会社（Ｃ）が
連携して、ワサビ風味カマボコやソーセージ等の
新商品を開発、販売。
ＡはＢ、Ｃ の協力を得て、高品質なワサビを生産

管理し、ＢがＡと共同で、ワサビを活用した新商
品を開発し、販路開拓。

※ワサビの生産地域と加工場所は異なる

新連携（新事業活動促進法）

（対象）①相当程度の需要の見込みがあること
②新たな事業分野の開拓であること

（例）缶詰製造業と調味料製造業が連携して、
サケの頭部から高機能性サプリメントを生成

農業者単独の取組については、

農林水産業支援法による支援

※地域資源が指定されている地域に限定される
※農産品の中で、地域内で相当程度、認識されている
物に限定される

※革新的な取組に限る

地域資源法

（対象）①相当程度認識された農産品の活用であること
②当該地域において生産が行われるものであること

（例）夕張メロンゼリー
地元の有名なメロンを活用して、
中小企業者が新たな新商品を開発・販売

農商工等連携促進法案の位置付け

その他、
鉱工業品など

農林水産品を活用した商品農林水産品そのものを商品とするもの

中
小
企
業
者
単
独
に
よ
る
も
の
（中
小
企
業

者
同
士
の
連
携
に
よ
る
も
の
を
含
む
）

中
小
企
業
者
と
農
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
も
の



「農商工等連携事業」の要件

農林漁業者の「工夫を凝らした取組」として想定される事例
A農業者 ア）新しい品種の導入、イ）新しい栽培管理方法の導入、ウ）実需者のニーズにあわせた小ロット（又は大ロッ

ト）での出荷、エ）実需者のニーズにあわせた選果方法の採用 等
B林業者 ア）新しい特用林産物の品種の導入、イ）新しい森林管理手法の採用、ウ）実需者への直送での丸太の出荷、

エ）実需者のニーズにあわせた小ロット（又は大ロット）での出荷、オ）実需者のニーズにあわせたスペック（採
材の長さ等）での出荷 等

C漁業者 ア）養殖業者における新たな魚種の導入、イ）実需者のニーズにあわせた鮮度保持方法の採用、ウ）廃棄魚
や漁港での処理残渣など未利用資源の活用、エ）実需者のニーズにあわせた小ロット（又は大ロット）での出
荷 等

中小企業者の「工夫を凝らした取組」として想定される事例

新しい材料の導入、新しい製造方法・加工方法の導入、顧客のニーズにあわせた小ロット（又は大ロット）での製品の生

産・輸送・販売の実施、新しいサービスの導入、顧客のニーズにあわせた販売方法の導入 等

基本的要件

① 中小企業者と農林漁業者が連携し、

互いの経営資源を活用して、当該事

業者にとっての新商品又は新サー

ビスの開発や需要の開拓等を行うこ

と

② 連携するそれぞれが工夫を凝らし

た取組を行うこと

③ 連携事業を通じて、それぞれの経

営の改善が見込まれること

（具体的な要件は、法律施行後、食料・農

業・農村政策審議会、林政審議会、水産政

策審議会及び中小企業政策審議会の意見

を聴いて、主務大臣が定める基本方針にお

いて定める予定）

基本的要件
「経営資源」として想定されるもの（ハード・ソフトの両方を含む）

１）中小企業者の経営資源の例

－技術（加工、製造、保存）、ノウハウ、ネットワーク（販路等）、特許、商標、販売方法、コスト管理手法、機

会、設備、施設、販売店舗、物流システム、ＩＴシステム 等

２）農林漁業者の経営資源：

－生産技術・ノウハウ（農業、林業、漁業（養殖含む））、機械設備 等

「新商品」「新サービス」として想定される事例

１）中小企業者が行う新商品・新サービスの開発等：

－農林水産物を活用する新たな加工食品、化粧品等の開発・製造・販売、レストランでの新メニューの提供

農林水産物やその加工品の直売所の設置、直売サービスの実施 等

２）農林漁業者が行う新商品・新サービスの開発等：

－中小企業者のバイオ技術を活用した新品種の生産、中小企業者の集客ノウハウを活用した観光農園

事業の開始 等

中小企業者の経営の向上として想定される指標

当該事業者の付加価値額又は売上高の増加率、従業員１人あたり付加価値額又は売上高の増加率、等

農林漁業者の経営の改善として想定される指標

当該農業者の付加価値額又は出荷額の増加率、従業員１人あたりの付加価値額又は出荷額の増加率、等



＜保険料率（年額）＞
・百分の三以内において政令で定めるもの

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

＜保険種類＞ ＜保証限度額＞
（１業者あたり）

＜填補率（年額）＞
・普通保険・・・・・・・・・・７０％
・その他の保険・・・・・・８０％

＜保証限度額の拡大＞
（左記の現行保証限度額に加え、以下の特別枠を創設）

＜填補率（年額）の引き上げ＞
・普通保険・・・・・・・・・・８０％
・その他の保険・・・・・・８０％

＜保険料率（年額）の引き下げ＞
・百分の二以内において政令で定めるもの

【保証限度額の合計】
≪現行の保証限度額（１
業者あたり）
＋特別枠≫

・普通保険

４億円以内
（組合は８億円以内）

・無担保保険

１，６億円以内

・特別小口保険

２，５００万円以内

・流動資産担保保険

４億円以内
（組合は８億円以内）

【特別枠】

・普通保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・無担保保険

８，０００万円以内

・特別小口保険

１，２５０万円以内

・流動資産担保保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・普通保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・無担保保険

８，０００万円以内

・特別小口保険

１，２５０万円以内

・流動資産担保保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例

現 行

＜対象者＞
・農業者、林業者、木材産業事業者、
沿岸漁業者

・これらの組織する団体
＜償還期間／据置期間＞
１０年以内／３年以内

＜対象者の拡大（左記に追加）＞
中小企業者（農業者等が実施する農業
改良措置 等を支援する取組（農業経営
に必要な施設の整備等））

＜償還期間／据置期間の延長＞
１２年以内／５年以内

課 税 の 特 例

現 行

本法における特例

本法における特例

食品流通構造改善促進法の特例

現 行

＜支援対象＞
食品の流通の合理化・高度化を
図るために必要な資金について、
食品流通構造改善促進機構によ
る債務保証

＜支援対象の拡大＞
左の事業とは別に、農林漁業者と
食品の製造等を行う中小企業者が
連携した取組に必要な資金につい
て、同機構による債務保証

本法における特例

農商工等連携促進法案における主な支援措置の比較

中小企業信用保険法の特例

本法における特例現 行

現 行 本法における特例

機械等の取得・・・・・・・特別償却（３０％）
税額控除（７％）

＜貸付率＞・・貸付対象額の１／２以内

制度創設

＜貸付率の拡大＞・・貸付対象額の２／３以内



農商工等連携の事例

④乳牛の給餌を人力からＩＴ活用によるシステム管理

○畜産者－農機具メーカー

・農機具メーカーが、農協等と連携し、乳牛一頭ごとに給餌回

数・分量・飼料のブレンド、給餌時間等をＩＴで自動制御する自

動給餌システムを開発。労働時間の太宗を占める給餌時間を

４～５時間から約１５分（約２０分の１）に短縮。

・経営規模大幅拡大（飼育頭数４０％増）の拡大や生産性向上

（１頭あたり乳量７％増）を実現し、酪農家のゆとりある暮らし

の実現に貢献した。

①長いもの供給・出荷体制の整備による販売網の確立

○農協－農機具メーカーの事例

・周辺の複数の農協が、長いもの共同生産体制を整備す

るとともに、地元の農機具メーカーと連携し、大型貯蔵施

設整備や掘削機械改良等を行い、長いもの通年供給・出

荷体制を構築に成功。

・これにより、国内でのブランド化を実現するとともに、特に、

国内需要の少ない太物を台湾やシンガポールへ輸出す

るなど、意欲的な販売戦略が可能となった。

②ＩＴ農業支援システムの活用による低コスト、高品質作物の生産

○農業者－設計・測量会社

・地元の農業者と土木建築の設計・測量会社等が共同して、人工

衛星や無人ヘリコプター等から取得した画像データを活用した農

業情報の管理システムを構築。

・これにより、農産物の収穫状況を踏まえた農作業の内容・スケ

ジュール管理の効率化やマップ化された土壌の状況に基づく施

肥作業の自動化が可能となり、生産性の高い営農体制を実現。

衛星を活用した
適切な情報管理

⑤トレーサビリティシステムの活用による安全安心食材のブランド化

○農業者－食品加工会社

・複数の都道府県にまたがる数十の農業生産者・加工者が

ネットワークを構築し、自然健康食品ブランドを展開。

・トレーサビリティシステムの活用により、生産者の顔が見え

る食材として、有機米や無農薬野菜、ハチミツバター等の加

工食品を生産。

・ブランドとしての顧客リストは、１０万人を超え、コアファンの

育成を図る。
有機質栽培・減農薬栽培の人参

③ 健康に良い高機能タマネギを地域限定生産 ⑥美味しく食べやすい、大葉入りのヘルシー麺を開発

○農業者－バイオベンチャー－販売会社

・地元の大学発ベンチャーが、健康に良い新品種のタマネ

ギを開発。地元の町役場、農協、商工会議所等の協力を

得て、地元農業者との連携を実現し、限定生産を実施。

・また、新品種タマネギを活用し、地域ブランドとしての商

品開発や販路開拓を行うべく、地域の販売会社と連携し、

首都圏での販売を展開。

○農業者－食品加工会社

・従来、食物繊維入り麺製品はどうしても「ざらざら感」があり、

多量の大葉粉末を取り込むことは困難であったため、製麺

技術を改良し、大葉の成分や風味を損なわずに、つるつる

感と腰のある食感の麺製品を実現。

・健康食品として注目されていたけれど、これまでは利用が制

限されていた大葉が活用可能になり（１００ｇあたり４５枚相

当分） 、大葉の需要を拡大。



地域力連携拠点の支援の流れ

経営診断による
状況把握

企業財務データの
活用等により

・経営指標分析

・同業種・規模で
比較

・将来見通しの提示

経営戦略の
立案

・経営力向上

・創業・新事業

・事業転換

・廃業・再挑戦

データ入力

データ活用

国等の支援施策

・政府系金融機関、信用保証、補助金

・ＪＥＴＲＯ等による海外進出支援 等

派 遣
○コーディネーターによる掘り起こし

○他機関との連携による案件発掘

パートナー機関 （金融機関、農協等）

業界団体

商工会・会議所

自治体 等

地 域 力 連 携 拠 点
（コーディネーター）

コーディネーター候補：中小企業診断士、税理士、企業ＯＢ、優秀な経営指導員 等

新たな販路開拓
→流通業ＯＢ
→マーケティング専門家等

事業転換・廃業
→弁護士・税理士
→コンサルタント 等

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

システムの導入
→ ITコーディネータ等

ビジネスマッチング
→金融関係者
→技術指導員 等

活 用

Ｐ Ｒ

拠点に相談拠点に相談悩む中小企業

・課題が見えない

・何か新しいことをしたい

・事業継続が不安

専門人材

（企業ＯＢ、コンサルタント、
中小企業診断士 等 ）

経営支援情報
システム 等



拠点支援イメージ（農業協同組合モデル）

特産品開発を行っている食品
加工業者Ａは、他地域の商品と
の差別化を図るために、地域
独自の原材料を求めていた。

新商品を開発
して販路拡大
を果たし、経営
の拡大を図る
ため、農商工
等連携事業計
画の認定を受
け、国の各種
支援策、ハン
ズオン事務局
のフォローアッ
プを受ける。

小規模企業等

地域で昔から栽培さ
れ、地域内でしか流通
していない野菜を栽培
している農家Ｂが、加
工品としての売り出しを
検討。

農林漁業者

マ
ッ
チ
ン
グ
相
談

派

遣

紹

介 支 援

ハンズオン
支援事務局

国の支援メニュー
・政府系金融機関
による低利融資

・信用保証の特例

・補助金 等

支 援

マ
ッ
チ
ン
グ
相
談

地域資源∞全国展開支援事業（勉強会）

＜国の支援策を活用したマッチング＞

マ
ッ
チ
ン
グ

支
援

現在以上の
原材料を生
産しなけれ
ばならなく
なっため、
周囲の農家
から農地を
借り受け、
経営規模を
拡大。生産
の効率化を
図るために、
ＩＴの導入を
検討。

首都圏のデ
パートや、
スーパー
マーケットへ
納入する際
に求められ
る条件（納
品個数、品
質レベルな
ど）について
のノウハウ
を修得。

野菜の効用
を調べるた
めに、都道
府県の研究
機関に、検
定を依頼し、
健康促進効
果が実証さ
れた。

原材料生
産から加
工に至る
まで、徹
底した品
質管理が
可能な生
産ライン
を構築。

農協（拠点）
が開催する
地域の異業
種が集まっ
た勉強会を
勧められ参
加したところ、
お互いの
ニーズに
あった相手
と出会うこと
が出来た。

派

遣

応 援 コ ー デ ィ ネ ー タ

高度
専門人材

（ＩＴコーディネータ）

新現役人材
（商品開発、流通、
マーケティング等）公設試


